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規
　
　
　
則
（
第
五
十
七
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
福
祉
総
務
課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
教
育
庁
総
務
課
）…

…
…
…
…

二

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 
（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

五

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

　

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
中
正
誤

　

 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

五

　
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
⑴
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
を
収
容
す

る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
⑴
中
「
を
収

容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
二
、
四
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
二
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷　

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
等
で
あ
つ
て
日

常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
設

置
で
き
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
項
⑸
中
「
こ
れ
ら
に
収
容
す
る
」
を
「
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
救
助

の
種
類
欄
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
た
き
出

し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ア
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
収
容
さ
れ
た

」
を
「
避
難
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
⑴
イ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴

ウ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
⑴
エ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
⑶
ア
の
表
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円

」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
七

〇
〇
円
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
四

九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「

二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」

に
、
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
三
、
八
〇

〇
円
」
に
、
「
七
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
イ
の
表
中
「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、

六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
に

、
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円

」
に
、
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
八

〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
災
害
に
か
か

つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
救
助
の
種
類
欄
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災

し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑴
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
災
害
に

か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
、
「
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
⑶
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
⑷
ウ
を
削
り
、
同
表
九
の

項
⑶
イ
中
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円

」
に
、
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
⑶
中
「
二
〇
一
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め

、
同
表
十
一
の
項
⑴
中
「
四
囲
」
を
「
各
般
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の

項
⑷
ア
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
イ
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
⑵
中
「
一
三
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
三
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
⑴
中
「
人
夫
賃
」
を
「
賃
金
職
員
等
雇
上
費
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中

「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
ア
中
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項

⑴
イ
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛

生
士
」
を
加
え
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
一
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中
「
及

び
看
護
師
」
を
「
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
以

内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
オ
を
削
り
、
同
項
⑴
エ
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
八
〇
〇
円
以
内

」
に
改
め
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

エ　

救
急
救
命
士　

一
人
一
日
当
た
り　

一
五
、
三
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

大
工　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
六
〇
〇
円
以
内

　
　

キ　

左
官　

一
人
一
日
当
た
り　

一
七
、
九
〇
〇
円
以
内

　
　

ク　

と
び
職　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
四
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑵
中
「
オ
」
を
「
ク
」
に
改
め
、
同
項
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

⑶　

旅
費

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）

　
　
　

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
旅
費
に
相
当
す
る
額
以
内
と
す
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
中

「

を　

」　
　

「

に
、

」　
　

「⑵
　炊
出
し

」
を
「⑶

　炊
出
し

」
に
、
「⑶

」
を
「⑷

」
に
、
「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑸

」
を

「⑹

」
に
、
「⑹

　災
害
に
か
か
つ
た
者

」
を
「被

災
者

」
に
、
「⑺

」
を
「⑻

」
に
、
「⑻

」
を
「

⑼

」
に
、
「⑼

」
を
「⑽

」
に
、
「⑽

」
を
「⑾

」
に
、
「⑾

」
を
「⑿

」
に
、
「⑿

」
を
「⒀

」
に

、
「⒀

」
を
「⒁

」
に
、
「⒁

」
を
「⒂

」
に
、
「⒂

」
を
「⒃

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
八
号

                                              

本　
　

庁　
　

                                              

出
先
機
関　
　

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

            　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

城　

戸　

秀　

明　
　

　
　
　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年

十
一
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
・
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る

区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
削
除
し
、
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
員
の
責
務
等
）
」
を
付
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
媒
件
」
を
「
媒
体
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
及
び
根
拠
法
令
並
び
に
提
供
先
」
を
「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
、
事
務
の
根

拠
法
令
、
提
供
先
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
実
施
機
関
以
外
の
者
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
十
六
条　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
に
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
に
係
る
契
約
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
個

人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
る
者
と
書
面
で
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
義
務

　

二　

再
委
託
の
制
限
又
は
事
前
承
認
等
再
委
託
に
係
る
条
件
に
関
す
る
事
項

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

四　

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
事
項

　

五　

委
託
終
了
時
に
お
け
る
個
人
情
報
の
消
去
及
び
媒
体
の
返
却
に
関
す
る
事
項

　

六　

契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
そ
の
他
必
要
な
事
項

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置

と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安

全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

前
七
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
公
の

施
設
の
管
理
業
務
に
伴
い
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
事
案
」

を
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
、
特
定
の

職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る
事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し

た
場
合
等
、
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
料
す
る
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
報
告
す

る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
安
全
確
保
の
措
置
」
を
「
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
」
に
改
め
る

。
　

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
他
の
訓
令
と
の
関
係
）

第
二
十
二
条　

他
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の

訓
令
と
別
段
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

東
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
、　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
る
。

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院　

西
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院 

遠
賀
郡
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

大
牟
田
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
、　

　

一　

病
院　

筑
紫
野
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
る
。
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規
　
　
　
則
（
第
五
十
七
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
福
祉
総
務
課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
教
育
庁
総
務
課
）…

…
…
…
…

二

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

五

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

　

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
中
正
誤

　

 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

五

　
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
⑴
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
を
収
容
す

る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
⑴
中
「
を
収

容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
二
、
四
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
二
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷　

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
等
で
あ
つ
て
日

常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
設

置
で
き
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
項
⑸
中
「
こ
れ
ら
に
収
容
す
る
」
を
「
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
救
助

の
種
類
欄
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
た
き
出

し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ア
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
収
容
さ
れ
た

」
を
「
避
難
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
⑴
イ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴

ウ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
⑴
エ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
⑶
ア
の
表
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円

」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
七

〇
〇
円
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
四

九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「

二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」

に
、
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
三
、
八
〇

〇
円
」
に
、
「
七
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
イ
の
表
中
「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、

六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
に

、
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円

」
に
、
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
八

〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
災
害
に
か
か

つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
救
助
の
種
類
欄
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災

し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑴
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
災
害
に

か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
、
「
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
⑶
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
⑷
ウ
を
削
り
、
同
表
九
の

項
⑶
イ
中
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円

」
に
、
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
⑶
中
「
二
〇
一
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め

、
同
表
十
一
の
項
⑴
中
「
四
囲
」
を
「
各
般
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の

項
⑷
ア
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
イ
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
⑵
中
「
一
三
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
三
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
⑴
中
「
人
夫
賃
」
を
「
賃
金
職
員
等
雇
上
費
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中

「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
ア
中
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項

⑴
イ
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛

生
士
」
を
加
え
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
一
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中
「
及

び
看
護
師
」
を
「
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
以

内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
オ
を
削
り
、
同
項
⑴
エ
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
八
〇
〇
円
以
内

」
に
改
め
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

エ　

救
急
救
命
士　

一
人
一
日
当
た
り　

一
五
、
三
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

大
工　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
六
〇
〇
円
以
内

　
　

キ　

左
官　

一
人
一
日
当
た
り　

一
七
、
九
〇
〇
円
以
内

　
　

ク　

と
び
職　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
四
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑵
中
「
オ
」
を
「
ク
」
に
改
め
、
同
項
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

⑶　

旅
費

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）

　
　
　

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
旅
費
に
相
当
す
る
額
以
内
と
す
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
中

「

を　

」　
　

「

に
、

」　
　

「⑵
　炊
出
し

」
を
「⑶

　炊
出
し

」
に
、
「⑶

」
を
「⑷

」
に
、
「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑸

」
を

「⑹

」
に
、
「⑹

　災
害
に
か
か
つ
た
者

」
を
「被

災
者

」
に
、
「⑺

」
を
「⑻

」
に
、
「⑻

」
を
「

⑼

」
に
、
「⑼

」
を
「⑽

」
に
、
「⑽

」
を
「⑾

」
に
、
「⑾

」
を
「⑿

」
に
、
「⑿

」
を
「⒀

」
に

、
「⒀

」
を
「⒁

」
に
、
「⒁

」
を
「⒂

」
に
、
「⒂

」
を
「⒃

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
八
号

                                              

本　
　

庁　
　

                                              

出
先
機
関　
　

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

            　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

城　

戸　

秀　

明　
　

　
　
　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年

十
一
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
・
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る

区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
削
除
し
、
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
員
の
責
務
等
）
」
を
付
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
媒
件
」
を
「
媒
体
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
及
び
根
拠
法
令
並
び
に
提
供
先
」
を
「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
、
事
務
の
根

拠
法
令
、
提
供
先
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
実
施
機
関
以
外
の
者
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
十
六
条　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
に
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
に
係
る
契
約
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
個

人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
る
者
と
書
面
で
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
義
務

　

二　

再
委
託
の
制
限
又
は
事
前
承
認
等
再
委
託
に
係
る
条
件
に
関
す
る
事
項

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

四　

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
事
項

　

五　

委
託
終
了
時
に
お
け
る
個
人
情
報
の
消
去
及
び
媒
体
の
返
却
に
関
す
る
事
項

　

六　

契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
そ
の
他
必
要
な
事
項

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置

と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安

全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

前
七
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
公
の

施
設
の
管
理
業
務
に
伴
い
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
事
案
」

を
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
、
特
定
の

　
　
応
急
仮
設
住
宅
設
置
費

　
　
　
　
戸

　
　
　
　
戸

⑴
　
避
難
所
設
置
費

　
　
延
　
人

　
　
延
　
人

⑵
　
応
急
仮
設
住
宅
設
置
費

　
　
　
　
戸

　
　
　
　
戸

職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る
事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し

た
場
合
等
、
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
料
す
る
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
報
告
す

る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
安
全
確
保
の
措
置
」
を
「
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
」
に
改
め
る

。
　

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
他
の
訓
令
と
の
関
係
）

第
二
十
二
条　

他
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の

訓
令
と
別
段
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

東
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
、　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
る
。

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院　

西
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院 

遠
賀
郡
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

大
牟
田
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
、　

　

一　

病
院　

筑
紫
野
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
る
。

教
育
委
員
会

⑴
　
収
容
施
設
供
与
費

　
　
避
難
所
設
置
費

　
　
延
　
人

　
　
延
　
人
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規
　
　
　
則
（
第
五
十
七
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
福
祉
総
務
課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
教
育
庁
総
務
課
）…

…
…
…
…

二

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

五

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

　

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
中
正
誤

　

 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

五

　
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
⑴
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
を
収
容
す

る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
⑴
中
「
を
収

容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
二
、
四
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
二
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷　

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
等
で
あ
つ
て
日

常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
設

置
で
き
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
項
⑸
中
「
こ
れ
ら
に
収
容
す
る
」
を
「
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
救
助

の
種
類
欄
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
た
き
出

し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ア
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
収
容
さ
れ
た

」
を
「
避
難
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
⑴
イ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴

ウ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
⑴
エ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
⑶
ア
の
表
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円

」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
七

〇
〇
円
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
四

九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「

二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」

に
、
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
三
、
八
〇

〇
円
」
に
、
「
七
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
イ
の
表
中
「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、

六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
に

、
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円

」
に
、
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
八

〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
災
害
に
か
か

つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
救
助
の
種
類
欄
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災

し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑴
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
災
害
に

か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
、
「
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
⑶
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
⑷
ウ
を
削
り
、
同
表
九
の

項
⑶
イ
中
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円

」
に
、
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
⑶
中
「
二
〇
一
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め

、
同
表
十
一
の
項
⑴
中
「
四
囲
」
を
「
各
般
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の

項
⑷
ア
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
イ
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
⑵
中
「
一
三
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
三
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
⑴
中
「
人
夫
賃
」
を
「
賃
金
職
員
等
雇
上
費
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中

「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
ア
中
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項

⑴
イ
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛

生
士
」
を
加
え
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
一
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中
「
及

び
看
護
師
」
を
「
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
以

内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
オ
を
削
り
、
同
項
⑴
エ
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
八
〇
〇
円
以
内

」
に
改
め
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

エ　

救
急
救
命
士　

一
人
一
日
当
た
り　

一
五
、
三
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

大
工　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
六
〇
〇
円
以
内

　
　

キ　

左
官　

一
人
一
日
当
た
り　

一
七
、
九
〇
〇
円
以
内

　
　

ク　

と
び
職　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
四
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑵
中
「
オ
」
を
「
ク
」
に
改
め
、
同
項
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

⑶　

旅
費

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）

　
　
　

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
旅
費
に
相
当
す
る
額
以
内
と
す
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
中

「

を　

」　
　

「

に
、

」　
　

「⑵
　炊
出
し

」
を
「⑶

　炊
出
し

」
に
、
「⑶

」
を
「⑷

」
に
、
「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑸

」
を

「⑹

」
に
、
「⑹

　災
害
に
か
か
つ
た
者

」
を
「被

災
者

」
に
、
「⑺

」
を
「⑻

」
に
、
「⑻

」
を
「

⑼

」
に
、
「⑼

」
を
「⑽

」
に
、
「⑽

」
を
「⑾

」
に
、
「⑾

」
を
「⑿

」
に
、
「⑿

」
を
「⒀

」
に

、
「⒀

」
を
「⒁

」
に
、
「⒁

」
を
「⒂

」
に
、
「⒂

」
を
「⒃

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
八
号

                                              

本　
　

庁　
　

                                              

出
先
機
関　
　

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

            　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

城　

戸　

秀　

明　
　

　
　
　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年

十
一
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
・
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る

区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
削
除
し
、
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
員
の
責
務
等
）
」
を
付
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
媒
件
」
を
「
媒
体
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
及
び
根
拠
法
令
並
び
に
提
供
先
」
を
「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
、
事
務
の
根

拠
法
令
、
提
供
先
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
実
施
機
関
以
外
の
者
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
十
六
条　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
に
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
に
係
る
契
約
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
個

人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
る
者
と
書
面
で
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
義
務

　

二　

再
委
託
の
制
限
又
は
事
前
承
認
等
再
委
託
に
係
る
条
件
に
関
す
る
事
項

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

四　

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
事
項

　

五　

委
託
終
了
時
に
お
け
る
個
人
情
報
の
消
去
及
び
媒
体
の
返
却
に
関
す
る
事
項

　

六　

契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
そ
の
他
必
要
な
事
項

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置

と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安

全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

前
七
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
公
の

施
設
の
管
理
業
務
に
伴
い
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
事
案
」

を
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
、
特
定
の

職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る
事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し

た
場
合
等
、
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
料
す
る
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
報
告
す

る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
安
全
確
保
の
措
置
」
を
「
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
」
に
改
め
る

。
　

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
他
の
訓
令
と
の
関
係
）

第
二
十
二
条　

他
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の

訓
令
と
別
段
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

東
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
、　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
る
。

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院　

西
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院 

遠
賀
郡
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

大
牟
田
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
、　

　

一　

病
院　

筑
紫
野
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
る
。
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規
　
　
　
則
（
第
五
十
七
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
福
祉
総
務
課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
教
育
庁
総
務
課
）…

…
…
…
…

二

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

五

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

　

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
中
正
誤

　

 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

五

　
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
⑴
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
を
収
容
す

る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
⑴
中
「
を
収

容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
二
、
四
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
二
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷　

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
等
で
あ
つ
て
日

常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
設

置
で
き
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
項
⑸
中
「
こ
れ
ら
に
収
容
す
る
」
を
「
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
救
助

の
種
類
欄
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
た
き
出

し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ア
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
収
容
さ
れ
た

」
を
「
避
難
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
⑴
イ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴

ウ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
⑴
エ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
⑶
ア
の
表
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円

」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
七

〇
〇
円
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
四

九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「

二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」

に
、
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
三
、
八
〇

〇
円
」
に
、
「
七
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
イ
の
表
中
「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、

六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
に

、
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円

」
に
、
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
八

〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
災
害
に
か
か

つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
救
助
の
種
類
欄
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災

し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑴
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
災
害
に

か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
、
「
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
⑶
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
⑷
ウ
を
削
り
、
同
表
九
の

項
⑶
イ
中
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円

」
に
、
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
⑶
中
「
二
〇
一
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め

、
同
表
十
一
の
項
⑴
中
「
四
囲
」
を
「
各
般
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の

項
⑷
ア
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
イ
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
⑵
中
「
一
三
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
三
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
⑴
中
「
人
夫
賃
」
を
「
賃
金
職
員
等
雇
上
費
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中

「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
ア
中
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項

⑴
イ
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛

生
士
」
を
加
え
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
一
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中
「
及

び
看
護
師
」
を
「
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
以

内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
オ
を
削
り
、
同
項
⑴
エ
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
八
〇
〇
円
以
内

」
に
改
め
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

エ　

救
急
救
命
士　

一
人
一
日
当
た
り　

一
五
、
三
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

大
工　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
六
〇
〇
円
以
内

　
　

キ　

左
官　

一
人
一
日
当
た
り　

一
七
、
九
〇
〇
円
以
内

　
　

ク　

と
び
職　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
四
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑵
中
「
オ
」
を
「
ク
」
に
改
め
、
同
項
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

⑶　

旅
費

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）

　
　
　

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
旅
費
に
相
当
す
る
額
以
内
と
す
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
中

「

を　

」　
　

「

に
、

」　
　

「⑵
　炊
出
し

」
を
「⑶

　炊
出
し

」
に
、
「⑶

」
を
「⑷

」
に
、
「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑸

」
を

「⑹

」
に
、
「⑹

　災
害
に
か
か
つ
た
者

」
を
「被

災
者

」
に
、
「⑺

」
を
「⑻

」
に
、
「⑻

」
を
「

⑼

」
に
、
「⑼

」
を
「⑽

」
に
、
「⑽

」
を
「⑾

」
に
、
「⑾

」
を
「⑿

」
に
、
「⑿

」
を
「⒀

」
に

、
「⒀

」
を
「⒁

」
に
、
「⒁

」
を
「⒂

」
に
、
「⒂

」
を
「⒃

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
八
号

                                              

本　
　

庁　
　

                                              

出
先
機
関　
　

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

            　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

城　

戸　

秀　

明　
　

　
　
　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年

十
一
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
・
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る

区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
削
除
し
、
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
員
の
責
務
等
）
」
を
付
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
媒
件
」
を
「
媒
体
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
及
び
根
拠
法
令
並
び
に
提
供
先
」
を
「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
、
事
務
の
根

拠
法
令
、
提
供
先
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
実
施
機
関
以
外
の
者
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
十
六
条　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
に
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
に
係
る
契
約
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
個

人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
る
者
と
書
面
で
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
義
務

　

二　

再
委
託
の
制
限
又
は
事
前
承
認
等
再
委
託
に
係
る
条
件
に
関
す
る
事
項

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

四　

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
事
項

　

五　

委
託
終
了
時
に
お
け
る
個
人
情
報
の
消
去
及
び
媒
体
の
返
却
に
関
す
る
事
項

　

六　

契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
そ
の
他
必
要
な
事
項

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置

と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安

全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

前
七
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
公
の

施
設
の
管
理
業
務
に
伴
い
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
事
案
」

を
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
、
特
定
の

職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る
事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し

た
場
合
等
、
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
料
す
る
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
報
告
す

る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
安
全
確
保
の
措
置
」
を
「
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
」
に
改
め
る

。
　

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
他
の
訓
令
と
の
関
係
）

第
二
十
二
条　

他
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の

訓
令
と
別
段
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

東
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
、　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
る
。

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院　

西
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
　
　
　
　

　

一　

病
院 

遠
賀
郡
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

大
牟
田
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
、　

　

一　

病
院　

筑
紫
野
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

福
岡
新
水
巻
病
院

〃　

水
巻
町
立
屋
敷
一

－

二

－

一

医
療
法
人
西
福
岡
病
院

〃　

〃　

生
の
松
原
三
丁
目
一
八
番
八
号

今
津
赤
十
字
病
院

福
岡
市
西
区
今
津
三
七
七

茂
木
病
院

〃　

〃　

姪
の
浜
六

－

一

－

二
〇

西
福
岡
病
院

〃　

〃　

生
の
松
原
三

－

一
八

－

八

今
津
赤
十
字
病
院

福
岡
市
西
区
今
津
三
七
七

筥
松
病
院

〃　

〃　

筥
松
一

－

三

－

九

福
岡
み
ら
い
病
院

〃　

〃　

香
椎
照
葉
三

－

五

－

一

杉
岡
記
念
病
院

〃　

〃　

香
椎
照
葉
三

－

六

－

一

た
た
ら
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院

〃　

〃　

八
田
一

－

四

－

六
六

杉
岡
記
念
病
院

〃　

〃　

香
椎
照
葉
三

－

六

－

一

た
た
ら
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院

〃　

〃　

八
田
一

－

四

－

六
六

福
岡
輝
栄
会
病
院

〃　

〃　

千
早
五

－

一
一

－

五

原
土
井
病
院

〃　

〃　

青
葉
六

－

四
〇

－

八

雁
の
巣
病
院　
　
　
　
　

〃　

〃　

雁
の
巣
一
丁
目
二
六
番
一
号

筥
松
病
院

〃　

〃　

筥
松
一

－

三

－

九

医
療
法
人
原
土
井
病
院

〃　

〃　

青
葉
六
丁
目
四
〇
番
八
号

雁
の
巣
病
院　
　
　
　
　

〃　

〃　

雁
の
巣
一

－

二
六

－

一

遠
賀
中
間
医
師
会
お
か
が
き
病

院

〃　

〃　

大
字
手
野
一
四
五

介
護
老
人
保
健
施
設
更
生
会
に

じ
の
郷

〃　

〃　

中
央
台
三

－

二
二

－

一

医
療
法
人
成
晴
会
老
人
保
健
施

設
高
倉
苑

〃　

〃　

公
園
通
り
一
丁
目
七
番
一
号

遠
賀
中
間
医
師
会
お
か
が
き
病

院

〃　

〃　

大
字
手
野
一
四
五



平成 27 年 10 月 23 日　金曜日 第３７３８号福 岡 県 公 報 増刊①５

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
五
十
七
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
福
祉
総
務
課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
教
育
庁
総
務
課
）…

…
…
…
…

二

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

五

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

　

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
中
正
誤

　

 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

五

　
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
⑴
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
を
収
容
す

る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
⑴
中
「
を
収

容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
二
、
四
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
二
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷　

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
等
で
あ
つ
て
日

常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
設

置
で
き
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
項
⑸
中
「
こ
れ
ら
に
収
容
す
る
」
を
「
供
与
す
る
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
救
助

の
種
類
欄
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
た
き
出

し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ア
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
収
容
さ
れ
た

」
を
「
避
難
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
⑴
イ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
項
⑴

ウ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
⑴
エ
中
「
た
き
出
し
」
を
「
炊
き
出
し
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
⑶
ア
の
表
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円

」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
七

〇
〇
円
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
四

九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「

二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」

に
、
「
五
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
三
、
八
〇

〇
円
」
に
、
「
七
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
八
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一

、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
イ
の
表
中
「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、

六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
に

、
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円

」
に
、
「
一
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
八

〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
災
害
に
か
か

つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
救
助
の
種
類
欄
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災

し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑴
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
災
害
に

か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
、
「
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
⑶
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
⑷
ウ
を
削
り
、
同
表
九
の

項
⑶
イ
中
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円

」
に
、
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
⑶
中
「
二
〇
一
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め

、
同
表
十
一
の
項
⑴
中
「
四
囲
」
を
「
各
般
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の

項
⑷
ア
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
⑷
イ
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
⑵
中
「
一
三
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
三
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
⑴
中
「
人
夫
賃
」
を
「
賃
金
職
員
等
雇
上
費
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中

「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
ア
中
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項

⑴
イ
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛

生
士
」
を
加
え
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
一
〇
〇
円
以
内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
ウ
中
「
及

び
看
護
師
」
を
「
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
、
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
円
以

内
」
に
改
め
、
同
項
⑴
オ
を
削
り
、
同
項
⑴
エ
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
八
〇
〇
円
以
内

」
に
改
め
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

エ　

救
急
救
命
士　

一
人
一
日
当
た
り　

一
五
、
三
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

大
工　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
六
〇
〇
円
以
内

　
　

キ　

左
官　

一
人
一
日
当
た
り　

一
七
、
九
〇
〇
円
以
内

　
　

ク　

と
び
職　

一
人
一
日
当
た
り　

一
八
、
四
〇
〇
円
以
内

　

別
表
第
三
の
一
の
項
⑵
中
「
オ
」
を
「
ク
」
に
改
め
、
同
項
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

⑶　

旅
費

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）

　
　
　

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
旅
費
に
相
当
す
る
額
以
内
と
す
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
中

「

を　

」　
　

「

に
、

」　
　

「⑵
　炊
出
し

」
を
「⑶

　炊
出
し

」
に
、
「⑶

」
を
「⑷

」
に
、
「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑸

」
を

「⑹
」
に
、
「⑹

　災
害
に
か
か
つ
た
者

」
を
「被

災
者

」
に
、
「⑺

」
を
「⑻

」
に
、
「⑻

」
を
「

⑼

」
に
、
「⑼

」
を
「⑽

」
に
、
「⑽

」
を
「⑾

」
に
、
「⑾

」
を
「⑿

」
に
、
「⑿

」
を
「⒀

」
に

、
「⒀

」
を
「⒁

」
に
、
「⒁

」
を
「⒂

」
に
、
「⒂

」
を
「⒃

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
八
号

                                              

本　
　

庁　
　

                                              

出
先
機
関　
　

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

            　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

城　

戸　

秀　

明　
　

　
　
　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年

十
一
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
・
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る

区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
削
除
し
、
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
員
の
責
務
等
）
」
を
付
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
媒
件
」
を
「
媒
体
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
及
び
根
拠
法
令
並
び
に
提
供
先
」
を
「
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
、
事
務
の
根

拠
法
令
、
提
供
先
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
実
施
機
関
以
外
の
者
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
十
六
条　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
に
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
に
係
る
契
約
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
個

人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
る
者
と
書
面
で
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
義
務

　

二　

再
委
託
の
制
限
又
は
事
前
承
認
等
再
委
託
に
係
る
条
件
に
関
す
る
事
項

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

四　

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
事
項

　

五　

委
託
終
了
時
に
お
け
る
個
人
情
報
の
消
去
及
び
媒
体
の
返
却
に
関
す
る
事
項

　

六　

契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
そ
の
他
必
要
な
事
項

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置

と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
安

全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

前
七
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
公
の

施
設
の
管
理
業
務
に
伴
い
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
事
案
」

を
「
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
、
特
定
の

職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る
事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し

た
場
合
等
、
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
と
思
料
す
る
事
案
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
報
告
す

る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
安
全
確
保
の
措
置
」
を
「
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
」
に
改
め
る

。
　

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
他
の
訓
令
と
の
関
係
）

第
二
十
二
条　

他
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の

訓
令
と
別
段
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　
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病
院　

東
区
の
表
中　

「
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」　
　
　
　
　

「

に
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「

に
改
め
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。

」　
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岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
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第
百
十
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号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　

」　
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病
院　

西
区
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

「

に
改
め
、　
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一　

病
院 

遠
賀
郡
の
表
中　

「

を　
　
　
　

」　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　
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一　

病
院　

大
牟
田
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
、　

　

一　

病
院　

筑
紫
野
市
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

」
に
改
め
る
。
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二

十
八
年
度
以
降
に
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後

の
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
入
学
す
る
者

か
ら
適
用
す
る
。
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